
 第５号議案 

 

 

亀岡市地域公共交通会議条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

 亀岡市地域公共交通会議条例（平成２９年亀岡市条例第２２号）

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成３０年６月４日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市地域公共交通会議条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市地域公共交通会議条例（平成２９年亀岡市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「協議するため」を「協議するとともに、地域公共交通

の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条

第１項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画（以下「網形成計

画」という。）の作成及び実施に必要となる事項を協議するため」

に改める。 

 第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 網形成計画の作成及び実施に関する事項 

 第５条に次の１項を加える。 

５ 会長が必要と認めるときは、交通会議は書面によって開催し、

書面によって表決することができるものとする。この場合におい

て、会長は、決定事項を書面により速やかに委員へ報告するもの

とする。 
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   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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亀岡市地域公共交通会議条例の一部

を改正する条例案要綱 

 

 

１ 地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行

うため、亀岡市地域公共交通会議を地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律に規定する協議会とすること。 

 

２ その他所要の規定整備を図ること。 

 

３ この条例は、公布の日から施行すること。 
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